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 12 月 18 日(木)に開催された中央環境審議会地球環境部会（部会長：浅野直人福岡大学教授）第 11

回会合において、本年 8 月に環境大臣が諮問した「今後の廃棄物の海洋投入処分等の在り方につい

て」に関し、海洋環境専門委員会（委員長：清水誠東京大学名誉教授）報告書を基に審議が行われまし

た。これを受けて、中央環境審議委員会会長から環境大臣に対し、答申がなされました。 

 環境省では、本答申を踏まえ、「1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関す

る条約」（いわゆる「ロンドン条約」）の改正議定書(96年議定書)の締結に向け、国内体制の整備を図っ

ていくことにしています。 

＜答申の概要＞ 

 答申では、我が国が、世界有数の廃棄物海洋投棄国となっている事実等を明らかにした上で、今後

の廃棄物等の海洋投入処分等の在り方について提言を行っています。提言のポイントは以下のとおり

です。 

 基本的考え方 

 ロンドン条約は、廃棄物等の海洋投棄による海洋の汚染を防止することを目的とする条約であり、

同条約の内容を改正・強化した 96 年議定書が、2004～2005 年にも発効する見通しです。 

 我が国は、国際発効に遅れることなくロンドン条約 96 年議定書を締結することを目指し、早急に国

内体制の整備を図る必要があります。 

 

１）廃火薬類等の海洋投入処分の中止 

２）海洋投入に係る許可制度の導入 

３）陸上に起因する廃棄物の洋上焼却の禁止 

 

資料： 2003 年 12 月 22 日付 環境省 報道発表資料       

                                  機器分析箇所 竪山 由美 
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